
 

 

大津市重度心身障害老人等福祉助成費支給要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、重度心身障害老人、母子家庭及び父子家庭の児童を扶養する老人並びに重度

精神障害老人に対し、保険医療機関に支払う一部負担金に相当する額（以下「福祉助成費」とい

う。）を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （助成対象者） 

第２条 この要綱により、福祉助成費の支給を受けることができる者（以下「助成対象者」という。

）は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条に定める者であっ

て、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 次のいずれかに該当する者（第３号に該当する者を除く。）。ただし、本市の区域内に所在

する障害者支援施設等（別表第１に定める施設をいう。以下同じ。）に入所したことにより、

他の市町村から本市の区域内に住所を変更した者（別表第２に定める者を除く。）を除く。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する身体障害者手

帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第

５号に定める身体障害者障害程度等級表（以下「障害程度等級表」という。）の１級又は２

級に該当するもの 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所

（以下「更生相談所」という。）において知的障害の程度が重度又は中度と判定された者 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５２条第１項の規定により自立支援医療費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号に規定する精神通院医療に係るもの

に限る。以下「精神通院医療費」という。）の支給認定を受けている者で、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害

者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に定める１級又は２級に該当するもの 

⑶ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項に規定する配偶者

のない女子で大津市医療費助成条例（昭和４８年条例第６号）第２条第１項第２号ア若しくは

イに掲げる場合に該当するもの又は同項第３号に規定する父子家庭の父等に該当する者 

２ 前項第１号又は第２号に該当する者であっても、その者の前年の所得（１月から７月までの間



 

 

に受けた医療に係る医療費については、前前年度の所得とする。以下同じ。）が国民年金法施行

令（昭和３４年政令第１８４号）第５条の４第２項に規定する額を超えるもの又はその者の配偶

者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）若しく

はその者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者（以下「扶養

義務者」という。）で、主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が国民年金法等の一

部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号。以下「措置令

」という。）第５２条の表第５条の４第２項の項下欄に規定する額を超えるものについては、助

成対象者としない。 

３ 第１項第３号に該当する者であっても、その者の前年の所得が措置令第４６条第４項に規定す

る額を超えるもの又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者で、主としてその者の生計を

維持するものの前年の所得が措置令第５２条の表第５条の４第２項の項下欄に規定する額を超え

るものについては、助成対象者としない。 

（住所地特例） 

第２条の２ 前条の規定にかかわらず、他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所し

たことにより本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更

をしなかったとしたならば、同条第１項第１号に該当し、同条の規定による福祉助成費の支給を

受けることができることとなるもの（次に掲げる者を除く。）は、同号の対象者とみなす。継続

して２以上の障害者支援施設等に入所している者の最初に入所した障害者支援施設等への入所前

の住所が本市の区域内であった場合についても、同様とする。 

⑴ 別表第２に規定する者（同表第１項第２号に該当する者を除く。） 

⑵ 主として配偶者又は扶養義務者の収入によって生計を維持されている別表第２に規定する特

例対象障害者であって、当該配偶者又は扶養義務者が滋賀県内の他の市町の区域内に住所を有

するもの 

 （助成の範囲） 

第３条 助成対象者の疾病又は負傷（第２条第１項第２号の助成対象者にあっては、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５８条第１項の規定により精神通院医療費が支

給される医療に係るものに限る。)について、高齢者の医療の確保に関する法律第５６条に規定

する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額（助成対象者が

同法第６７条第１項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後



 

 

期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額）が当該医療に要する費用

の額（同法第７４条第２項に規定する食事療養標準負担額及び同法第７５条第２項に規定する生

活療養標準負担額を除く。）に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当す

る額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は

地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、又は附加給付が行われたときは、

その額を控除するものとする。 

２ 前項の助成対象者について、助成対象者又はその配偶者若しくは扶養義務者で主として当該助成

対象者の生計を維持するもののうちに、地方税法（昭和２５年法律第２６６号）の規定による市

町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表第３に定める金額（以下

「自己負担金」という。）を控除した額を福祉助成費として助成する。 

３ 第１項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第７１条第１項の規定に

より厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超える

ことができない。 

 （助成の申請） 

第４条 福祉助成費の支給を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出するものとする。 

（助成券） 

第５条 市長は、助成対象者から前条の規定による申請があった場合には、福祉助成費の支給を受

けることができる重度心身障害老人等福祉助成券（様式第１号及び様式第２号。以下「助成券」

という。）を交付するものとする。 

２ 助成対象者は、福祉助成費の支給を受けようとする場合は、健康保険法（大正１１年法律第７

０号）第６３条第３項第１号の保険医療機関若しくは保険薬局又は高齢者の医療の確保に関する

法律第７８条第１項の指定訪問看護事業者（以下「保険医療機関等」という。）において医療等

を受ける際、助成券を提示しなければならない。 

 （助成の方法） 

第６条 市長は、助成対象者が前条に定める手続に従い滋賀県内の保険医療機関等において第３条

第１項の規定による医療等を受けた場合には、助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に福祉

助成費を支払うものとする。 

 （助成方法の特例） 

第７条 福祉助成費の支給を受けようとする者が、前条に定める方法によりがたい場合は、所定の



 

 

申請書を提出することにより助成を受けることができる。 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第８条 この要綱による福祉助成費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さ

えることができない。 

 （支給金の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の支給を受けた者があるときは、その者

からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 

 （精神通院医療費の支給に係る医療費とその他の医療費に係るこの要綱の適用関係） 

第１０条 第２条第１項第１号又は第３号の対象者で、かつ、同項第２号の対象者でもあるものに

ついては、精神通院医療費の支給に係る医療費については同項第２号の対象者として、その他の

医療費については同項第１号又は第３号の対象者として、この要綱の規定を適用する。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、昭和５８年２月１日から施行する。 

（志賀町の区域の編入に伴う経過措置） 

２ 志賀町の区域の編入の日前に同町の区域内に住所を有していた者が平成１８年３月３１日まで

の間に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、この要綱の規定にかかわらず、志賀町重

度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の例による。 

附 則 

 この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成５年５月１日から施行し、平成５年５月診療分から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成８年１０月１日から施行し、平成８年１０月診療分から適用する。 

附 則 



 

 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１１年７月１日から施行し、同年７月診療分から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成１１年８月１日から施行し、同年８月診療分から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成１３年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に受けた医療に係る福祉助成費の助成  

については、改正後の大津市重度心身障害老人等福祉助成費支給要綱（以下「新要綱」とい    

う。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 施行日の前日において改正前の大津市重度心身障害老人等福祉助成費支給要綱（以下「旧要綱

」という。）第２条第１号ウの規定に該当する者で旧要綱第５条の規定より重度心身障害老人等

福祉助成券の交付を受けているものは、平成１４年４月から平成１９年７月までの間に受けた医

療については、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例により、福祉助成費の助成を受けるこ

とができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 



 

 

２ この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の大津市重度

心身障害老人等福祉助成費支給要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成１６年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の大津市重度

心身障害老人等福祉助成費支給要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の大津市重度

心身障害老人等福祉助成費支給要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成１８年３月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年５月２４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年４月診療分から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に発行した助成券については、当該助成券の有効期間が満了するまでの

間は、なお使用することができるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年８月１日から施行する。 



 

 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に受けた医療に係る福祉助成費の助成につ

いては、改正後の大津市重度心身障害老人等福祉助成費支給要綱（以下「新要綱」という。）の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 新要綱及び前項の規定は、施行日前に新要綱第２条第１項第１号に規定する障害者支援施設等

に入所したことにより住所を変更した者についても、適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第６項に規定する療養

介護を実施する施設 

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１２項に規定する障

害者支援施設 

別表第２（第２条、第２条の２関係） 

１ 特例対象障害者（第２条第１項第１号アに規定する者、更生相談所において知的障害の程

度が重度と判定された者又は障害程度等級表の３級に該当し、かつ、更生相談所において知

的障害の程度が中度と判定された者をいう。）であって、次のいずれかに該当するもの 

⑴ 主として自らの収入によって生計を維持する者であって、前年の所得が措置令第５２条の

表第６条の４第１項下欄に規定する額を超えるもの 

  ⑵ 主として配偶者又は扶養義務者の収入によって生計を維持されている者であって、当該配

偶者又は扶養義務者が本市又は滋賀県外の市町村の区域内に住所を有するもの。ただし、他

の市町村からこの要綱の規定による福祉助成費と同様の助成を受けることができる者を除く。 

２ 更生相談所において知的障害の程度が中度と判定された者（障害程度等級表の３級に該当す

る者を除く。） 



 

 

別表第３（第３条関係） 

自己負担金 

区   分 金   額 備   考 

 

入院 

 

１日当たり 

  １,０００円 

 

自己負担金は、一の医療機関（同一の医療機関に

おける歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞ

れの診療ごとに別の医療機関とみなす。）ごとに、

１か月につき１４,０００円を限度とする。 

 

通院又は指定訪

問看護 

１診療報酬明細書又は

訪問看護療養費明細書

当たり 

５００円 

（1）１か月当たりの自己負担金が左の金額に満た

ないときは、当該金額とする。 

（2）調剤報酬明細には適用しない。 

 



 

 

様式第１号(第５条関係) 

（表） 

 

 
 

 滋賀県内のみ有効      
 

 

    福 重度心身障害老人等福祉助成券 

 
 

  福 祉 

  番 号 
 

 

 
 
 

 

  受給者 

  番 号 
 

 

 
 
 

 

 

 受 

 

 

 

 給 

 

 

 者 
 
 
 
 

 

  居 

 

  住 

 

  地 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  氏 

  名 
 

 

 

 
 

 

 生年 
 
 月日 
 

 

 
         年   月   日 
 
 

 

  有  効 

  期  間 
 

 

年   月   日 か ら

年   月   日 ま で

  発行機 

 

  関の長 

 

  及び印 
 

 

 

    滋賀県    

 

    大津市長  

 
 

 

  交  付 
 
  年月日 
 

 

 
         年   月   日 
 
 

自  

己 

負

担 

金 

 

 

 

自己負担金が有の場合には大津市重度心身障害老人等福祉助

成費支給要綱別表に定める自己負担金が必要です。 

入院：１日当たり １,０００円（月額１４,０００円限度） 

通院：１診療報酬明細書当たり ５００円 

 （ただし、調剤報酬明細書には適用しない。） 

 



 

 

                   （裏） 

 

 
 

            注意事項     

 

１ この券は、高齢者の医療の確保に関する法律等に定める

医療を保険医療機関等で受けたとき、支払うべき一部負担

金（高齢者の医療の確保に関する法律の規定の例による。

）を公費負担されるための券ですから、大切に保持してく

ださい。 

 

２ 保険医療機関等で受診するときは、被保険者証等に必ず

この券を添えて提出してください。 

 

３ この券の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長

へ届け出るとともに、受診中の医療機関にも届け出てくだ

さい。 

 

４ この券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、市長か

ら再交付を受けてください。 

 

５ 市外に転出するなど、受給者（助成対象者）の資格がな

くなったときは、この券を速やかに市長に返してください

。 

 

６ この券では、予防接種、健診、入院時の食事代の負担、

文書料、交通費、容器代及び室料差額等の経費は、公費負

担されません。 

 

７ この券は、他人に譲り渡すことはできません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号(第５条関係) 

                   （表） 

 

 
 

 滋賀県内のみ有効      
 

 

精老 精神科通院医療費助成券 

 
 

  助 成 

  番 号 
 

 

 
 
 

 

  受給者 

  番 号 
 

 

 
 
 

 

 

 受 

 

 

 

 給 

 

 

 者 
 
 
 
 

 

  居 

 

  住 

 

  地 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  氏 

  名 
 

 

 

 
 

 

 生年 
 
 月日 
 

 

 
         年   月   日 
 
 

 

  有  効 

  期  間 
 

 

年   月   日 か ら

年   月   日 ま で

  発行機 

 

  関の長 

 

  及び印 
 

 

 

    滋賀県    

 

    大津市長  

 
 

 

  交  付 
 
  年月日 
 

 

 
         年   月   日 
 
 

 

  法による精神科通院医療公費負担制度が適用される医療費の 

自己負担相当分を助成します。 
 

 

 

 

 



 

 

                   （裏） 

 

 
 

            注意事項     

 

１ この券は、高齢者の医療の確保に関する法律等に定める医

療（精神障害の通院医療に限る。) を、精神障害者通院医療

費公費負担の患者票が交付されている医療機関等で受けたと

き、支払うべき一部負担金（高齢者の医療の確保に関する法

律の規定の例による。）を公費負担されるための券ですから

、大切に保持してください。 

 

２ 当該医療機関等で受診するときは、被保険者証等に必ずこ

の券を添えて提出してください。 

 

３ この券の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長へ

届け出るとともに、受診中の医療機関にも届け出てください

。 

 

４ この券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、市長から

再交付を受けてください。 

 

５ 市外に転出するなど、受給者（助成対象者）の資格がなく

なったときは、この券を速やかに市長に返してください。 

 

６ この券は、他人に譲り渡すことはできません。 

  

  精神科通院医療費助成番号 

   

   

   

   
 

県 

事 

業 

７５ 精神障害老人 

市 

町 

事 

業 

７６ 精神障害老人 

 


